
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活出前講座 
あなたの学校に講師を派遣します。 無料 

どんな消費者トラブルが多いのか、防ぐにはどうすればよいのか

をお話しする出前講座を実施します。 

悪質商法の手口と対処法を学び、消費者トラブルに巻き込まれな

い力を身に付けましょう！！ 

💡授業や入学ガイダンスなどの機会にご活用ください。 

💡教員やＰＴＡ・保護者会を対象とした内容にも対応します。 

学校向け 

 

裏面申込用紙に記載の上、メール、ＦＡＸ、電話にてお申込み 
ください。 

中播磨消費者センター 

若者に多い消費者トラブル 
事例と対処法 

契約の基本 

クーリング・オフとは 

１８歳成人。 
１７歳と１８歳でどう変わる？ 

気を付けよう。 
インターネットやスマホのトラブル 

2022 年４月から成年年齢が 18 歳になりました。成年になると、親権者の同意

なしに 1 人で契約ができるようになる一方で、未成年者取消権による契約の取消

はできなくなります。そのため、成人したばかりの若者は悪質業者に狙われ、様々な

消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。 
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